
住宅防火対策の推進

自治省消防庁予防課

設備専門官　木　原　正　則

住宅火災の現状，住宅防火対策の必要性と

手法等については，本誌NO22 の小林氏の論文

「住宅防火元年」で消防庁の検討結果などを

踏まえて説明されているところであるが，そ

の後，消防庁では，本年３月22日付けの消防

庁長官通達「住宅防火対策の推進について」

を各都道府県知事あて通知し，住宅防火対策

推進の諸方策を進めることとしている。

全性を高めていく対策を総合的に推進するも

のとする。

２　日　標

将来にわたり住宅火災による死者の大帆な

低減を図ることを目標とする。当面，10年後

における放火自殺者を除く住宅火災の死者発

生数を，少なくとも現状から予想される死者

発生数の半数以下に抑えることをめざす。

今回は,本通達に別紙で添付されている｢住　　ア　趣旨の部分は，住宅防火と高齢化の関連

宅防火対策推進に係る基本方針」に沿って，

現段階での各方策の考え方等について説明す

ることとする。

住 宅 防 火 対 策 推 進 に 係 る 基 本 事 項

平 成 ３ 年 ３月22 日

消　　　 防　　　 庁

１　趣　旨

住宅火 災による死 者は，建物 火災による死

者のお おむね ９割を占 めて おり，特に，65 歳

以上の 鳥齢者は，その 約半 数を占めると とも

に， 火 災が 発生し た場 合の死亡 率 も他の年 齢

り に 比べて極めて 高い現状 にある。この よう

な現状 及び社 会の高齢化 が今後益々進展 して

い くこ と を考える と，こ の まま推 移すれば，

火災 による死者 が急増 してい くこ とが懸念さ

れる。

こ のよう な状 況にか んがみ，住宅 火災によ

る死 者の大幅 な低減 を図 るべ く，特 に商齢者

に係る防火対 策を中心 として，住宅 の防火安
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については，前述の小林論文に詳細に論じ

られているのを参考にしていただきたい。

いずれにしても，急速な社会の尚齢化を考

えると，火災による死者，とりわけ，住宅

火災による死者が急増する可能性が高いわ

けで，緊急かつ効率的に住宅防火対策を推

進する必要がある。

イ　目 標 に つ い て は， 「ＡＭＥＲＩＣＡ

ＢＵＲＮＩＮＧ」で は，指標を火災による損

害として，「提言された施策の実施に努力

すれば，14年後には，米国における火災損

失は半分に減じ得るもの」としている。

ウ　消防庁では，過去の死者の調査データを

分析し，住宅防火対策のレベルと死者の発

生確率を関連付けて，後述する住宅防火診

断を実施することとしていることから，死

者の発生を指標として目標を定めたもので

ある。
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エ　本目標は，逆にいえば，後述する各種住　　　 施することとしている。

宅防火対策の普及度合いにより達成される　　ウ　これらの広報活動は，消防庁単独で行っ

ともいえるものである。　　　　　　　　　　　　ても一定以上の効果は望めないものであ

なお，放火自殺者を除く住宅火災による　　　 り，住民に直接接する機会の多い消防機関

死者の昭和59年～63年５年問の平均は730　　　 等の地方公共聞体，生産または販売活動を

人程度であり，年齢別の死者の発生確率が　　　 実施する消防機器業界，住宅建設業界，マ

変わらないとすると，2,001 年の死者発生　　　 スコミ等が互いに連携して，国民運動的展

は1,000 人程度，2.025 年には1,400 人程度　　　 開を図る必要がある。

となると予測される。

３　推進方 策

上 記の目 標を達成 するた め， 国， 地方 公共

団 体，関係業 界団体 等が連携 して， 以下の方

策を積極的 に実施する こと により， 住宅防火

対 策の推進 を国 民運動 的に展 開す る｡もの とす

る。

(Ｄ　防火意識の 高揚

国民 の防火 意識 を鳥揚 させる ため， 居住

者 はもと より， 住宅 用防 災機器業 界等の住

宅 防火に係る 関係者 に住宅防火 の現状， 住

宅防火対策の必要性等の周知徹底 を図る。

こ のため， ポス ター， パンフレ ット， ビ

デ オ等 の 各種 広報資料 の活用， シンポジウ

ムの 開催，広 報媒体の利 用， 優良推 進組織

の表彰 等につい て検討 し， 計画的 に実 施す

るものとする。

ア　住宅防火対策を推進するための最も基本

的なことは，住宅防火対策の必要性，住宅

防火対策の効率的な実施方法，住宅防火対

策を行った場合の効果などを広く国民に具

体的に理解していただくことである。

イ　このため，これらの主旨を反映させた，

ポスター，パンフレット，ビデオん等の作

成，配布，積極的活用を図るとともに，有

識者に提言をいただくシンポジウムの開

催，ＴＶ，ラジオ，新聞等の活用，住宅防

火推進に功績のあった団体の表彰などを実

（2）住宅防火診断の実施

居住者がそれぞれの住宅の防火対策を具

体的に認識できるようにするため，新たな

手法による住宅防火診断の実施の推進を図

る。

このため，各住宅の家族構成，火気使用

施設の使川実態等から防火安全性の現状評

価及び防火対策を実施した場合の効果を数

値で示すパソコンソフトを開発し，それを

利用した住宅防火診断マニュアルを作成す

るとともに，消防機関等による住宅防火診

断を高齢者，障害者等の災害弱者が居住す

る住宅を中心に計画的に実施するものとす

る。

ア　 従来 か ら ， 消 防 機 関 は 一 人 暮 ら し老 人家

庭 等 の 防 火 診 断 を 実 施 し て い た が ， 内 容 的

に は， 火 気 使 用 設 備 の 可 燃 物 か ら の 距 離 の

指 摘 ， 火 気 使 用 設 備 の 欠 陥 部 分 の 指 摘 等 で

注 意 を 喚 起 す る も の が 中 心 であ っ た 。 そ こ

で ， 消 防 庁 で は， 昭 和58 年 か ら 昭 和63 年 ま

で の ６年 間 の 火 災 デ ー タ を 基 に 死 者 の 発 生

状況を分析し，各家庭における，①出火防

止対 策 （暖 房 器 具， 調 理器 具， 喫煙 等 に 係

る対策），②延焼拡大防止対策（布団，カ

テン，内装材等に係る対策），③感知・通

報 ・ 消火 対 策 （感 知 器 ， 自 動 消 火装 置等 の

対 策） につ い て ， 各 人 の 置 か れて い る状 況
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（自力避難困難，自力

避難可能だが行動制約

あり，健常者の別及び

手助けを期待できる，

手助けを期待できない

の別）ごとに，その効

果を数値で示した。こ

の具体的な効果を居住

者に知らしめることに

より，住宅防火対策の

推進を図ろうとするも

のである。

イ　住宅防 火対策 のパ

ターン，各人の置かれ

ている状況分類及び効

果表は，それぞれ次表

のとおりである。

ウ　このため，消防機関

等 の職員が家庭 に行

表１　住宅防火対 策のバターン

パ　 タ　 ー　ン 対　　　　　　　　　　 策

出火防止対策

P11P12

P13

P14

P15

P16

P17

安 全暖 房器共の使用

安 全調理 器具の使 用

安 全風呂が まの使 用

薪，炭，石炭 など の暖 房， 調理， 風呂 等の器輿の不使川

禁煙， たばこ管 理強化

マ･,チ， ライター管 理強化

ローソク，灯明， 線香の竹 理強化

延焼拡大防IL 対策

P21

P22

P23

P24

布団防炎化

衣類防炎化

カ ーテン・じゅうたん等防炎化

内装・建具の雛燃化・不燃化

感知・辿報・消火

対 策

P31

P32

P33

P34

（P34 ）

P35

感知器の設置（感知→避難）

感知器 及び通報斐 置の設置（感知→通報→ 近隣救助）

感知 器及び消火器設 雌（感知→消火）

自動消火装縫の設 置（閉鎖型ＳＰ）

々　　（感知 器連動開放 型Ｓ Ｐ， 手 動開放弁付）

ガス漏 れ検知器 及び遮断 器の 設置（検知→ 遮断 ）

表 ２　各人の置かれている状況分類

区　　　　 分 内　　　　　　　　　　　　 容

タイプⅠ（TI） 独居 ，介護手薄，自力避難困難

タイプⅡ（T2） 独居， 介護手陣，自力避難は町能であるが， 行動に 制約あ り

タイプⅢ（T3） タイプⅠが健常者と同肝

タイプⅣ（TI） タイプⅡが健常者と同属

タイプＶ（ＴＳ） 健常 者独居

タイプⅥ　(T6） 健常 者複数同居

表３　効 果 表

対　 策　 パ　　タ　　ー　　ン

効　　　　　　　　　 米（％）

ＴＩ T2 T3 T4 T5 T6

）

ｌ（安全暖房器具の使川）

２（安全調理器具の使用）

３（安全風呂が まの使用）

４（研，炭．石炭等の器具の不使川）

1十12十13十14（出火防止ハード対策）

15.2（97

7.4（47

0.0 （0

7.2（46

29.7（190

12.5（�

9.6（8

1.】（I

H.1（10

34.3（31

）

）

）

）

）

14.8（122

3.3（27

0.4 （3

4,3（35

2Z.7（187

17.7（107

7.3（44

0.5 （3

7.9（48

33.31202

14.3（147

6.0（61

0.414

5.0（51

25.7（236

12.4（23

6.5（12

0.5　11

4.3 （8

23.8（44

P15（験煙，たばこ竹理強化）

P16（マッチ，ライター管理収化）

P17（ローソク，灯明，線香の竹理強化）

P15十16＋17（出火防lhソフト対策）

24.3（155）

9.4（68）

1.7（11）

35.4（226）

16.8（152）

6,1（55）

3.2（29）

26.0く236）

13.0く107

16.4(135

2.4(20

31.9(262

12.4（75）

8,1（49）

3.6（22）

24.1（M6 ）

18.6(191)

5.1(52)

2.4(25)

26.1(268)

】0.3（19

8.6（16

3.2 （6

22,2（41

P21（布団防炎化）

P22（衣類防炎化）

P23（カーテン防炎化）

P24（内装・建具の翳燃・不燃化）

P21十22十23十24（延焼拡人防jE対埴）

34.9(223)

11.1(71)

2.7 U7)

3.0(19)

51.6(330)

23.9（

14.0（

2.0

2.3

42.2（

17）

27）

18）

21）

83）

20.3（

8.4

2.1

4.6

35.4（

67

69

17

38

91

19.6（119）

H.3 （87）

3.8（23）

4.8（29）

42.6（258）

19.9（204

6.0（61

3.2（33

4.4（45

33.5（343

17.8（33

3.8　f7

2.7 （5

5.9（11

30.3（56

P31感知器の設置）

P32（感知器及び通報装置の設雌（近瞬による救助)

P33（感知器及び消火Ｓ設雌）

P34（自動消火装置の設置）

P34手動式開放弁付開放型ＳＰを設置した場合）

P35（ガス漏れ検知器及び遮断器の設置）

0.010

75.6(483

0 ，0(0

76.1(486

－

1.9 02

21.5(195)

63.4(575)

21.5(195)

65.8(597)

－

2.3(21)

73.0

73.0

79.0

73.4

79.3

l，5

600)

600)

649)

603)

652〉

(12)

60.4

60.4

74.1

65.0

78.8

2.3

366

366

449

394

477

(14

28.6(293

67.2(689

28.6(293

71.0(728

73.8(756

5.7(58

68.6(127

68,6(27

71.4(132

74』(134

76.8(142

1.112

総　　　　　　　　 数 639 907 822 606 1,025 185

注; （　）内は総数の内数
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世帯状 況

表 ４　住宅防火診断チ ェッ クリ スト

１ 家族 ２ 年　 令
３ 喫煙

の有無

４ 寝 たきり

・歩行 不可
５ 歩行困難

６ 歩 行以外

の身体障害
７ 昼在宅 ８ 就 寝 階

Ａ イ ロ ハ ニ 有　無 イ　ロ　 ハ イ　ロ １　２　３　４

Ｂ イ ロ ハ ニ 有　無 イ　 ロ　 ノ丶 イ　ロ １　２　３　４

Ｃ イ ロ ハ ニ 有　無 イ　ロ　 ハ イ　ロ １　２　３　４

Ｄ イ ロ ハ ニ 町　無 イ　ロ　 ハ イ　ロ １　２　３　４

Ｅ イ ロ ハ ニ 有　無 イ　ロ　ハ イ　ロ １　２　３　４

Ｆ イ ロ ハ ニ 有　無 イ　ロ　ハ イ　ロ １　２　３　４

Ｇ イ ロ ハ ニ 有 無 イ　ロ　ハ イ　ロ １　２　３　４

Ｈ イ ロ ハ ニ 有　無 イ　ロ　ハ イ　ロ １　２　３　４

Ｉ イ ロ ハ ニ 有 無 イ　ロ　 ハ イ　ロ １　２　３　４

Ｊ イ ロ ハ ニ 有　無 イ　ロ　ハノ丶 イ　ロ １　２　３　４

記人時の注憲事項

①
②

③
④
⑤

各住戸ごと（棟を別とするときは棟ごと）に記 入する。

「２年齢」は，イ･･･75歳以上，口…65～74歳，八…6～64歳，二･･･５歳以下の該当するものに

○を記入する。

「３喫煙」 は。 該当する ものに○を記 入する。

「4寝たきり・歩行不可」は，避難をする場合に介添者を必要とする場合にのみ○を記人する。

「５歩行困 難」 は， 避難に際 し， 介添者 を必要とする者（一時的な疾病 による ものを除 く）で

４項以外 の場 合にのみ○を記入する。

⑥　「６歩行以外の身体障害」は，イ…視覚障害，ロ…聴覚障害。ハ･･･その他（老人性痴呆症を含

む）の該当する もの に○ を記 入する。

⑦　「７昼住宅」は，イ…昼問における在宅の場合，口…昼間における不在の場合の該当するもの

に○を記入する。なお，買物等に より一時的に留 守にする場合は， イに該当する。

⑧　「８就寝階」は，主として寝室として使用する室の在る該当階に○を記入する。なお，共同住

宅の場合は全て1に○を記人し，共同住宅以外で４階以上に寝室のある場合は，４に○を記入す

る。

２　建物状況

形　態 ィ　戸建住宅　　 口　共回住宅　　ﾉ丶　併用住宅　　 二　その他

構　造 ィ　木途　　　　 口　非木造

階　数 イ　平屋建　　　口　２階建　　　ﾉ丶　３階建　　　二　４階建以上

記入時の注意事項：該当する ものに○を記入する。

３　火気使用器八等の状況 （出火の危険性）

器 具 等

１　暖 房 器 具

２　調理器具 ３　風　呂 ４　線 香，

ロ ーソ ク等

の裸火

ス ト ー ブ こたつ

電気 ガ ス 石油 その他 電気 煉炭 電気 ガス その他 電気 ガ ス 石油 その他

有

無

-
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記人時の注憲事項

①　有無の別に，使用している数を記入する。

②　「１暖房器具の安全装世無」とは，熱源の露出している物（例えば反射式のストーブ），転倒

時 に燃 料の漏 洩又は電 源白動遮断 しない もの若しくは転倒するおそ れのある スト ーブ，燃 料供給

時 に自動停IIこしない 石油ストーブ， 異常過熱したときに燃料停lllし ない もの又は電 源自動遮断し

ないものをい う。なお， 石炭 スト ーブ，こ たつのうちの煉炭 類は無とする。

③　「２調理器具の安全装置無」とは，熱源の露出している電熱器で異常過熱時に電源が自動遮断

されない もの，ガ ス湘れ白動遮断しないガスこ んろ類，石油又は煉炭類を燃料とする調理 器具を

いう。

④　「３風呂の安全装雌無」とは，空炊き防止の無い風呂がま，過熱時に電源又はガス若しは石油

が自動遮断 されない 風呂 がまをい う。なお， まき，石 炭類は無 とする。

⑤　「４線香，ローソク等」は，毎日使川する場合には，０を記入する。

４　着火物 の状 況（延焼 ・拡 大の危険性）

布　団　 類 パジ ャマ． ゅかた類 カ ーテン， ジュータン類 内装材， 建具類

全　て　可　燃

一　部　可　燃

一部防 災・難燃

全部防 災・ 難燃

記人時の注意事項

①　該当する闍に○を記人する。

②　「防炎・難燃」とは，防炎措置又は難燃措置（難燃材を含む）したものをいう。

③　「布団類」とは，寝具布団，座布団。こたつ布団類をいう。

④　「パジャマ，ゆかた煩」とは，主として就寝時に着衣するものをいう。

⑤　「カーテン，ジュータン煩」とは，布張椅子，ソファーを含むものとする。

⑥　「内装材，建共類」とは。襖，障子，間仕切壁をいう。

５　防災機器の設置状況

防 災機 器の設置状況 居間 寝室 台所 浴室 階段・廊下 玄関 その他

消

火

消火 器

エ アゾ ール

自動消火装置

感

知

簡易型火災警報器

住宅用情報盤

ガ ス漏 れ警報 器

通

報

電話(ペ ンダント付)

戸外ベ ル等

避
難
器
具

はしご

ロ ープ

その他

記人時の注意事項：該当 する欄 に数 を記入する。

N ０.24 1991(春季)
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６　次の事項 に心掛 けてい ますか。 心掛け てい る場合は○をいない場 合は× を付してくだ さい。

質　　　　 問　　　　 事　　　　 項 回　　 答

調　　理 天 ぷらをあげてい るときに，火 をつけた ままその場 を離れない。

こんろ，

鴻沸器等

器具の近 くに燃え やすい物を置かない。

器共を可燃性の壁から離している。

火をつけた まま外出しない。

た ば こ

灰皿にたばこの吸いがらを多くためない。

吸いがらをポィ捨てしない。

寝たばこをしない。

マ ッチ，

ライター

子供の手の届く場 所に置かない。

火遊 びをさせない。

風 呂 場
水抜栓が ゆるんで 水漏れが ないか必ず確かめる。

浴槽に水が入っていることを確かめてから火をつける。

スト ーブ

可燃性の壁や ふす ま，カ ーテンの近くに置かない。

洗濯物の乾燥等に使 わない。

整備不良な器具を使っていない。

火をつ けた まま給油しない。

火をつ けた まま就寝しない。

心気器共
配線接 続器具のねじがゆるんでいる ものを使っていない。

電気容 虻の大きすぎる器具を使っていない。

出 火防止，

初間消火

寝る ときは， バケツや風呂 に水を 入れ消火の準備をして おく。

寝る ときや 外出前 には必ず火の元を点検する。

老 人や子供 を残して外出するときは， 近所の人に声をかける。

き，表４のようなチェックリストで，その

家庭の住宅防火のレベルをチェックするこ

とを予定している。

エ　これらチェックした項目をパソコンに入

力することにより，家庭各人の安全率及び

家庭全体の安全率を計算することになる。

計算結果は，家庭に通知することになる

が, その際, 安全率の低い家庭に対しては，

改善の提言をすることになる。

この提言は，住居の形態，使用している

火気使用設備，賞用負担能力等を勘案して

行われるが，提言された改善策を行うと。

－

安全率がどのくらい上がるかを具体的数値

で示すことができるのも，本防火診断の大

きな特徴である。

（3）住宅用防災機器等の開発，普及の推進

住宅防火対策に必要な機器等を居住者に

的確に提供できるようにするため，住宅に

ふさわしい消防防災機器，住宅において安

全に使用できる火気使用設備等の住宅用防

災機器等の開発及び普及促進を図る。

このため，これらの住宅用防災機器等の

構造・性能等に係る具体的ガイドラインを

作成するとともに，ガイドラインに適合す

る住宅用防災機器等にその旨を明示する優

８ － 消防科学 と情報
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良住宅 用防災機 器等の推奨 制度を創設 する

ものとする。

ア　前述のように，防火診断を実施し，改善

策を提言したとしても，改善策に対応する

製品が的確に提供できる体制を整える必要

がある。

イ　具体的には，①安全に使用できる暖房器

具，調理器具，風呂釜等の火気使用設備，

②防炎性能または難燃性能を有する布団，

衣類，カーテン，じゅうたん，建具等，③

住宅用としてふさわしい感知器，消火器，

購入しようとする人が適切な製品を供給さ

れるよう，マークを貼付する優良住宅川防

災機器等の推奨制度を創設することとして

いる。

近々，このマークのデザイン及び名称を

公募する予定である。

（4）財政，金融等の措置

居住者の住宅防火対策に係る経賞の負批

を軽減するため，融資，保険等の制度及び

関連福祉施策の充実を図るよう関係機関に

積極的に働きかけるものとする。

スプ リ ン クラ ー設 備 等 の 消 防 用 機 器 な どが　　 ア　 高 齢 者 所帯 等 で は， 改 善 策 を提 言 し た と

挙 げ ら れ る。　　　　　　　　　　　　　　　　　 し て も， 費 用 負担 能力 が 乏 し い た め 実 施 で

ウ　 こ れ ら の 中 に は, すで に 基 準が 定 め ら れ，　　 き な い こ と が 想定 さ れ る。 そ こ で， 種 々の

公 的 機|匐で の 認 証 が 行 わ れ て い る もの もあ　　　 負 担 軽 減 策 を 行 う こ と が 考 え ら れ る 。

る が， 基 準 が な い も の に は， ガ イド ラ イ ン　　 イ　 融資 と し て は， 酘 も 身 近 な も の に 住 宅 金

を定 め るべ く 作 業 を 進 め て い る と ころ で あ　　　 融 公 庫が あ る が， 店 舗 併 用 住 宅 な ど で は ，

る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中小 企業 金 融 公庫 ， 国 民 金 融 公 庫 な ど も考

エ　住宅用火災警報器（従来の簡易型火災警　　　えられる。

報 器 に 相当 す る も の ） 及 び 住 宅 用 スプ リ ン　　 ウ　 保 険で は， 損 害 保険 の割 引 率 に 住 宅 防 火

ク ラ ー 設 備 に 係 る ガ イ ド ラ イ ン に つ い て　　　 診断 の結 果 ま た は そ の 後 の改 善 の結 果 を何

は， ３ 月25 日 付 け の 通 達 で 示 し た とこ ろ で　　　 ら か の 形 で 反 映 す る こ と も 考 え ら れ る た

あ る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 め， 現 在 ， 働 き か け を 行 っ てい る と こ ろ で

オ　 住宅 用 火 災 警 報 器 は， ア メ リ カで は一 般　　　 あ る。

に ｓｍｏｋｅ ｄｅtｅｃtｏr と呼 ば れ て い る。 1978　　 エ　 厚 生 省で は， 災害 弱 者 に対 し， 簡易 型 火

年 に 住 宅 火 災 に よ る 死 者 が6,015 人 い た の

を ，1984 年 に4,075 人 に 減 ら す こ と に 成 功

し た 主 た る 要 因 と い わ れ ，1984 年 に は 約

74 ％ の 住 宅 に 普 及 し て い る も の で あ る 。

カ　 住 宅 用 ス プ リ ン ク ラ ー 設 備 は ， 主 と し て

寝 た き り 老 人 な ど ， 感 知 器 が 鳴 動 し て も 避

難 で き ず ， 消 火 器 も 操 作 で き な い 人 に 向 い

た 自 助 消 火 設 備 と い え る 。

キ　 こ れ ら の 住 宅 用 防 災 機 器 等 に つ い て は ，

Ｎ０.24 1991（春季）　　　　　　　　　　　　　　　 －

災警報器，下方放出型自動消火装置等の給

付事業を実施しているが，これらの対象の

拡大等について働きかけを行っているとこ

ろである。

（5） 住宅防火対策 に係る 調査研究 の推 進

住宅防火対 策の 効果 を把握 するとともに，

今 後の住宅 防火対策のあ り方 を検討する た

め， 住宅火 災統計の充 実， 国内 外の住宅 防

火 に係る情 報の収集・ 分析，防 火対策の 実

９ －



例の実態 調査等を 踏 まえ た調 査研究 を行う

ものとする。

ア　今回の住宅防火診断は，過去の火災デー

オ　住宅防火対策に関するシンポジウムの計

画・実施

（ア）議題，開催日時等の検討一実施

（ｲ） 地方団体に対する協力

夕を分析することにより，住宅の安全率を　　 カ　地方団体が実施する展示会，キャンペー

数値で示すことができることとなったもの

である。

今後とも，住宅火災統計の充実を図り，

そのデータ分析を的確に行うことにより，

住宅防火診断の内容を充実させようという

ものである。

イ　また，より効率的な住宅防火対策の検討

を行うため，国内外の住宅防火対策につい

て情報収集等を行うこととしている。

４　推進体制

これらの方策を効率的に実施するため。学

識経験者，関係行政機関，関係団体等で構成

する推進組織を設けるものとする。

この推進組織の業務としては，次のものが

考えられる。

ア　住宅防火対策推進に係る各種施策の総合

調整

イ　住宅防火対策各種施設の期待目標値の設

定

ウ　効果的な住宅防火対策の広報のための総

介調整

（ア） 広報資料の作成

（ｲ） 共体的な広報媒体への働きかけ

エ　国及び地方団体との情報交換等

ン等に対する支援

キ　住宅防火対策に関する情報の収集

ク　その他

おわりに

住宅防火対策は，従来予防行政が行ってい

た消防法令に基づく防火竹理，消防用設備等

の設置等の規則と異なり，住民が自主的に防

火対策を行うよう，各種施策により誘導する

ものである。

また，住宅は，プライバシーの問題もあっ

て,随意に立入検査を行うことも困難であり，

対象も,一般防火対象物と比べて膨大である。

したがって，住宅防火対策を行うには，消

防機関においても，町内会，老人クラブ，婦

人会等の市民組織との連携，民生部局，建築

部局等の他部局との連携等幅広く各団体との

連絡協調体制を構築していく必要がある。

このように，住宅防火対策を推進していく

ためには困難な問題が山積しているわけであ

るが，消防庁としては，できるだけ効率的に

本事業が推進できるよう，各種マニュアルの

作成，関係機関，関係業界等への働きかけを

行ってまいりたいと考えている。

－10 － 消防科学と情報
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